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基本理念
シルバー人材センターは「自主・自立、共働・共助」をモットーに、
会員が助け合いながら仲良く共に働くことによって社会に参加し、
そこに喜びや生きがいを見出そうとする地域の高齢者が集まって組
織し、地域社会に貢献します。

設立年月日

国庫補助団体認可

公益法人移行日

会員数

契約会社数

事務費

派遣手数料

平成14年10月1日

平成16年 4月1日

平成23年 4月1日

男性473名　女性256名　会員数729名

255社

受注（配分金）金額の8％

派遣料金の20％

…………

…

……

………………

…………

………………

…………

法律上の規定（昭和６１年４月３０日法律第４３号）
シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律」で定められており、その業務に係る主な業務内容は次のとおり
であります。

１、就業機会の確保・提供
２、無料職業紹介
３、技能講習事業
４、その他必要な業務
５、労働者派遣事業の実施

シルバー人材センターの理念シルバー人材センターの理念

いなべ市シルバー人材センターの概要（平成２3年4月１日現在）いなべ市シルバー人材センターの概要（平成２3年4月１日現在）
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事業の推移事業の推移

■公共
■民間
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■受注件数
■企業件数
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仕事の内容仕事の内容

●専門技術
自動車運転
各種保守点検補助

大型・中型・普通車運転
電気、ボイラー、修理、修繕

……………………
……………

●技能
植木・造園
簡単な大工仕事
塗装仕事
襖、障子、網戸の張替え

植木の手入れ、垣根刈り込み
リフォーム補助作業
ペンキ塗り

……………………
………………

………………………

●事務整理
書類清書・宛名書き・毛筆
受付事務
封入
アンケート・交通調査等

●折衝外交
広報パンフレット等の配布
配達
ポスティング等
メーター測定

●管理
建物、施設管理
屋外施設管理
駐車場管理

庁舎、体育館、その他施設
公園、パークゴルフ場等
駐車場

………………
…………………
……………………

●一般作業
除草・草刈作業
屋外清掃作業
土木作業
各種技能補助作業
梱包・包装作業
調理・食品関係作業
屋内清掃作業
スカイマスター使用作業

洗車・ゴルフ場補助作業
重機の運転
検査、測定
製品の出荷、箱詰め、袋詰め
皿洗い、食堂、給食作業手伝い
工場、事務所、トイレ等の掃除

…………………
………………………

……………
………………
…………

…………………

●福祉作業
介護周辺業務 高齢者一人住まいの家事手伝い…………………
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請負・委任契約請負・委任契約

シルバー人材センターにお仕事を依頼するにあたって
◇臨時的かつ短期的または、その他軽易な業務に係る仕事を受託し、会員は、
請負又は委任の形式により仕事を受託します。

●受託について
◇発注者と会員との間には、雇用関係が発生しません。
◇契約が長期に亘る場合は、ローテーションを組んで就業します。
◇発注者から説明は受けますが、直接指揮・命令は受けません。
◇契約事項以外の仕事は原則としてお受けしません。

●適正就業について
◇事業所からの長期就業受注は、適正就業の観点から週20時間、1ヶ月80時
間以内または連続的・断続的に月10日間程度以内の就業を目安としています。

●安全について
◇危険又は有害な仕事はお引き受けできないこともあります。
◇その他シルバー事業の目的に相応しくない仕事もお引き受けできません。

●シルバー保険について
◇会員の就業は、雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合シルバー
保険で対応いたします。

●契約代金のお支払い
◇会員の就業の対価が主となる契約代金は、賃金や給与ではありませんので、
経理上は外注費、委託費等でお支払いただくようお勧めします。

お仕事の実施

会員登録
（希望する仕事の登録）

仕事の提供

契約金支払い

仕事の依頼
（契約）

いなべ市シルバー人材センター希望者（会員） 発注者（企業・家庭・公共機関）

配分金支払い
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派遣契約の実施派遣契約の実施

従来の「請負・委任」「無料職業紹介」に加え

シルバー「派遣事業」を進めています!!
　最近の多様な働きかたへの対応と適正就業の推進を目的に、三重県シルバー人材セン
ター連合会では、新たにシルバー「派遣事業（労働者派遣事業）」への取組推進のため、
平成21年1月に労働局へ当事業の届出を行い受理されました。
　今後は、企業等の従業員と一緒に働いたり、指揮命令を受ける仕事も受注できるよう
になり、会員や会員になろうとする人にとって就労・就業の場が広がることになります。

●シルバー派遣事業は、シルバー事業のひとつとして実施するもので
　①臨時的かつ短期的な業務（概ね、月10日程度以内）
　②その他軽易な業務（1週間あたりの就労時間が20時間を超えないもの）に限られます。
●対価…働いた対価は、「配分金」ではなく、「賃金」として支払われます。
●保険…事故があった場合は、労働者災害補償保険が適用されます。
　　　　ただし、雇用保険・厚生年金保険の加入はできません。
●会員は派遣労働者となっても、会員のままで変わることはありません。

●シルバー派遣事業で働く場合は、会員は三重県シルバー人材センター連合会に雇用さ
れ派遣労働者として、就労場所である会社等に派遣されて、その派遣先の指揮命令を
受けて働きます。

三重県シルバー連合会
（派遣元）

シルバー派遣事業の働き方

会員
派遣労働者

企業（会社）等
派遣先

いなべ市シルバー人材センター
(連絡事務所）

指揮命令関係

派遣契約

派遣料金

会員は、三重県シルバー人材センター連合会に雇用され、派遣労働者として
企業（会社）等での指揮命令を受けて働くことになります。

賃金支払

労働契約
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会員の主な技能資格・免許取得者及び各種講習修了者会員の主な技能資格・免許取得者及び各種講習修了者

トピックストピックス

大型自動車免許
大型2種
フォークリフト免許
クレーン
移動式クレーン
車両系建設機械
玉掛技能者
溶接
危険物取扱
有機溶剤作業主任者
ボイラー技師（1～特級）
電気工事士
ヘルパー（1～3級）
保育士
派遣元責任者

111
16
73
24
6
13
22
11
24
4
3
6
17
3
3

刈払機取扱安全講習
チェンソー講習
高所作業車講習
介護講習
オフィスクリーニング講習
室内装飾
剪定講習
農業支援講習
フォークリフト講習
普通救命講習
襖・障子張替え講習
パソコン講習
育児講習
園芸講習
調理補助講習
運行管理者
運行管理補助者

74
25
44
92
38
34
201
34
8
17
24
132
28
152
9
4
7

種　　　類 人数 講　習　名 修了人数

奉仕活動（ボランティア）
○いなべ市シルバーの日
地域のためになることを目的に市内
公共施設等において剪定、草刈等を
実施しています。

○交通安全週間街頭指導
学童の通学時の安全確保のため市内
各所において街頭指導を実施してい
ます。



ホームページのご案内ホームページのご案内

事務所のご案内事務所のご案内

http://www3.cty-net.ne.jp/̃inabe-sj/
〈ホームページアドレス〉

シルバー人材センターでは「センターの概要」をはじめ、
「仕事の内容」｢講習会等のお知らせ」など、さまざまな
情報を掲載しております。ぜひご覧下さい。

〈本部〉 〒511-0428  いなべ市北勢町阿下喜2624-2
TEL（0594）82-1800　FAX（0594）72-7741
E-mail：inabe-sj@m3.cty-net.ne.jp


